
大学全体の取組

公的研究費の不正防止に関する責任体系図

最高管理責任者（学長）

コンプライアンス推進・研究倫理
教育責任者（企画推進課課長）

統括管理責任者（事務局長）

役員会・
理事会等

＜最高管理責任者のリーダーシップ＞
・不正防止対策の基本方針の策定、周知等
・不正防止策について、実施状況等を踏まえ役員会等
で定期的に議論

・啓発活動を実施し、構成員の意識向上と浸透を図る

＜監事に求められる役割＞
・不正防止に関する内部統制の整備、運用状況の確認
・不正防止計画が不正発生要因に対応しているか確認
・防止計画推進部署、内部監査部門との連携
・役員会等において定期的に報告し、意見を述べる

＜統括管理責任者及び企画推進課＞
・不正防止計画の策定、実施
・コンプライアンス教育や啓発活動等の実施計画
・構成員の意識向上と浸透を促す総合的な取組の実施

各責任者・部局による取組
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公的研究費の運営・管理に関わる
全ての構成員（教員・職員等）
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・基本方針策定
・必要な措置 状況報告

状況報告
・具体策策定・実施
・実施のための支援
・モニタリング
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（具体策の実施・管理・ 指導・モニタリング・報告）

報告･意見

＜コンプライアンス推進・研究倫理教育責任者＞
・不正防止計画の実施、確認、報告等
・コンプライアンス・研究倫理教育の実施、受講管理
・定期的な不正防止啓発活動の実施
・適切な予算執行状況のモニタリング、指導

2021年度更新


